
②仕様書改定案（機能要件）に関するご意見【軽自動車税】 付番の現最大値を表示

0 0 0 ※ハイライト部分はWT構成員意見を受けて、当初案を修正した箇所
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265 48 軽自動車税 3.2.7 1 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 減免 減免等

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

身体障害者等に対する軽自動車税の取扱いは，平成12年自治市第13号通知で「適宜免

除又は軽減することが適切である」とあり，本市は課税免除の取扱いをしている。

標準化仕様においてもこうした実情を考慮し，当該項目を「減免等」と位置づけ，システム運

用においても「課税免除」「軽減措置」の機能として活用できるよう配慮願いたい。

「減免」とある部分は，運用する市町村が「課税免

除」「軽減措置」と切り替えて表記させられる。

③：現行システムでは使

用していない機能
優先度1 追加 要確認

ご意見を踏まえ、機能要件3.1.2.枝3に新規要件として、課税免除に係る障害者情報管理の機能を定義する方向で検討します。（実装してもしなく

ても良い機能） 対応内容のとおりで問題ないと考えます。 是 意見なし 特に意見はありません。 確認 特段意見なし 問題なし 了承いたします。 追加に異論ありません。 特になし。

異論ございません。

実装分類の表記は「標準オプション機能」としてください。

（基本方針0.8版及び横並び調整方針Bにて、実装分類

を「実装必須機能」「標準オプション機能」「実装不可機

能」に定義を見直しています。）

機能要件の修正あり

ご意見を踏まえ、機能要件3.1.2.枝3に新規要件として、課税免除に係る障害者情報管理の機

能を定義する方向で検討します。（実装してもしなくても良い機能）

415 97 軽自動車税 3.2.7 2 ①：要件追加 ①：新規意見 ー
提出のあった減免申請書の情報を一括で取込・課税

異動ができること
⑦：業務効率化

減免申請の件数が多いこと，また，提出期限から投入締め切りまでの期間が短いことから，

テータ入力を簡易に行えるよう，前年の申請者に対して送付する減免申請書にバッチ処理で

対象車両と納税義務者，前年の減免の種類を特定できるバーコードを印字し，提出があった

申請書をバーコードで読み込み，減免申請の種類の入力と課税異動を一括更新している。当

該機能（類似する機能でも構わない）を実装しない場合，速やかに減免決定通知および車

検用納税証明書を対象者へ送付することができなくなる。また，担当者の業務負担が著しく増

加するため，実装してもしなくてもよい機能としてほしい。

左記のとおり

毎年約１，０００件受け付けているが，督促状や

車検用納税証明の発行との関係で投入できる期間は

１週間に満たない。

②：現行システムでカス

タマイズを実施している機

能

優先度2 追加 要確認

減免申請書作成の機能に関連して3.2.6.の枝３として追加したいと考えます。

「減免申請書へバーコードの印字を行い、申請があった場合に当該バーコードを読み込みことで申請情報の登録ができること。」（実装してもしなくても

良い機能）

※申請書の一括作成は3.2.6.枝2で定義済み

対応内容のとおりで問題ないと考えます。 是 意見なし 特に意見はありません。 確認 特段意見なし

本市の運用では、事務負担の分散のため、減免申請は年

間通じて受付をしており、受付のつどの入力となるため、短

期間でのデータ入力となることは想定されないが、短期間で

の減免受付を行っている自治体においては有効な機能であ

ると思われます。

了承いたします。
当市ではそのような機能を使用していません。実装してもし

なくても良い機能として、追加で異論ありません。
特になし。

異論ございません。

実装分類の表記は「標準オプション機能」としてください。

（基本方針0.8版及び横並び調整方針Bにて、実装分類

を「実装必須機能」「標準オプション機能」「実装不可機

能」に定義を見直しています。）

機能要件の修正あり

減免申請書作成の機能に関連して3.2.6.の枝３として追加したいと考えます。

「減免申請書へバーコードの印字を行い、申請があった場合に当該バーコードを読み込みことで申請

情報の登録ができること。」（実装してもしなくても良い機能）

※申請書の一括作成は3.2.6.枝2で定義済み

770 171 軽自動車税 1.2.1 ②：要件変更 ①：新規意見

申告に係る情報を管理（設定・保持・修正）ができ

ること。

＜申告情報＞

申告区分（新規取得・移転・転入等）

申告年月日

申告に係る情報を管理（設定・保持・修正）ができ

ること。

＜申告情報＞

申告区分（新規取得・移転・転入・変更（定置

場）・変更（軽自動車の所有者）等）

申告年月日

軽二輪・小型二輪の申告区分が変更（定置場）の

場合は、旧主たる定置場の市町村名

原付の申告区分が転入の場合は、旧市町村名

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

二輪車（原付以外）について新定置場の市町村から旧定置場の市町村へeLTAX経由で情

報提供するには、新定置場の市町村における「新規登録」の際に、「新規登録」の原因である

申告書の申告理由が「７　変更（定置場）」であるものを抽出し、新定置場の市町村にとって

は不要な情報である「旧主たる定置場」の市町村名も特定してシステムで情報保有する必要が

生じてしまう。

今までは軽二輪・小型二輪車を登録する申告理由が「新規（新車）」か「変更（定置場変

更）」であるか等は何ら課税に影響しないから申告理由についてエラーチェック等も不要であった

が、税制改正に伴い多大な労力が必要となる。

1.2.32　ELTAX連携データ出力　について、全１７

００市町村の軽二輪・小型二輪に係る全異動データ

をeLTAX経由で連携する想定ならば追加不要だが、

新車登録等を省いた異動データを抽出して連携するた

めには必要。

③：現行システムでは使

用していない機能
優先度1 要検討 共有

今後詳細を検討する事項のため、4.2.5.（他の地方団体標識の廃車申告情報管理）の考え方・理由として、令和８年度開始予定の２輪申告の

簡素化の実施に際して、軽２輪及び小型２輪も対象とする予定である旨追記します。
是 追加希望 問題なし

軽２輪及び小型２輪申告の簡素化の実施の際に、運用

しやすいような標準仕様としていただきたい。
異論ございません。 機能要件の修正あり

要件としての具体化を行う際は、地方団体の運用に配慮した内容となるよう検討を進めてまいりま

す。

2.0版の時点では以下のとおり対応いたします。

今後詳細を検討する事項のため、4.2.5.（他の地方団体標識の廃車申告情報管理）の考え

方・理由として、令和８年度開始予定の２輪申告の簡素化の実施に際して、軽２輪及び小型２

輪も対象とする予定である旨追記します。

1151 297 軽自動車税 1.2.33. ⑥：表現の見直し ①：新規意見

eLTAXと連携し、異動データを一括取込みできること。

取込結果を確認、修正し、台帳情報の更新（新規

登録）ができること。

eLTAXと連携し、異動データを一括取込みできること。

取込結果を確認、修正し、台帳情報の更新（廃車

登録）ができること。

①：地方税法（法律・

政令・省令）への準拠・

外部機関（eLTAX

等）への対応

業務フロー9.3のとおり他団体からeLTAXで送付される異動データは廃車登録のデータのため。
③：現行システムでは使

用していない機能
優先度1 修正 要確認

以下のとおり修正します。

修正前：「取込結果を確認、修正し、台帳情報の更新（新規登録）ができること。」

修正後：「取込結果を確認、修正し、台帳情報の更新（廃車登録）ができること。」

対応内容のとおりで問題ないと考えます。 是 意見なし 特に意見はありません。 確認 特段意見なし 問題なし 了承いたします。 承知しました。 特になし。 異論ございません。 機能要件の修正あり

以下のとおり修正します。

修正前：「取込結果を確認、修正し、台帳情報の更新（新規登録）ができること。」

修正後：「取込結果を確認、修正し、台帳情報の更新（廃車登録）ができること。」

2872 537 軽自動車税 1.7.7 ー ①：要件追加 ①：新規意見 削除 1.0版時点に戻す。 ⑦：業務効率化

課税状況調べをはじめとした調査報告に関しては、回答様式等に変更等があることはやむを得

ない部分があるものとは思われるが、「回答様式に頻繁な変更があるから」等の理由により、仕様

から除くのではなく、そもそもその理由が是正されるべきものと考える。

殊に課税状況調べについては全団体が対応する調査であること、出力する帳票・データが各団

体において標準に行わることにより統計資料としてより正確なものであることが担保されるものと考

えることから、標準仕様書のもとで作成されるべきと考える。

少なくとも標準仕様書に定義された統一の統計数値や当該調査が求めるものが出力できるよう

にし、国や都道府県が作る統計資料はそのデータの範囲内で回答されるように調査統計の在り

方を考えてもらい、本件については標準システムに実装すべきものとして欲しい。

国や都道府県が統計資料の作成を求める度に随時

②：現行システムでカス

タマイズを実施している機

能

優先度2 ○ 要検討 共有 全体方針に係る内容であるため、税目横断での検討事項として対応します。 是 要望します 問題なし
全団体の回答が必要な照会については、標準仕様書とし

て作成されるべきと考える。

検討事項にするとのことで異論ございません。

毎年実施される全自治体対象の統一された調査報告等に

関する事務においては、標準化すべきだと考えます。

税務全体の検討へ引き継

ぎ
全体方針に係る内容であるため、税目横断での検討事項として対応します。

3177 軽自動車税 4.4.3. 2 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

4.4.3.通知書再発行

【赤字追記部分】

なお、再発行の方法については以下のとおり。

(1)システム上の最新の情報を反映させた帳票が発行

できれば良い

　…転出者変更依頼書、名義変更依頼書等の課税

に係る通知ではないもの

(2)過去に発行した帳票の内容と同一のもの（各年

度内で最新のもの）を再び発行できる必要がある

　…納税通知書、税額変更通知書、減免決定通知

書等の課税に係る通知書

（2）部分見直しいただきたい ⑤：過剰な要件

（2）の内容をそのまま読むと「過去発行内容と同一のもの」と「（各年度内で最新のもの）」が

矛盾していると思います。

過去発行時点から同一年度で更正がかかっている場合は最新を出力しないと誤納が発生する

可能性があるため（2）は削除もしくは過去発行年度最新のものとすべき。

優先度2 修正 要確認

過去の帳票イメージを保存するといった趣旨ではないことから、考え方・理由の記載を、以下に統一して修正します

「過去に発行した帳票において、最新の情報で発行できれば良い。」

対応内容のとおりで問題ないと考えます。 是 意見なし 特に意見はありません。 確認 特段意見なし 問題なし 了承いたします。 修正に異論ありません。 特になし。 異論ございません。 機能要件の修正あり

過去の帳票イメージを保存するといった趣旨ではないことから、考え方・理由の記載を、以下に統一し

て修正します

「過去に発行した帳票において、最新の情報で発行できれば良い。」

3181 軽自動車税 1.1.8. 2 ⑥：表現の見直し ②：前回記載意見

1.1.8.定置場情報管理

定置場について、納税義務者又は各種名義人（所

有者/使用者）の住所（所在地）をもとに「当該地

方団体内」と設定できること。

定置場について、納税義務者又は各種名義人（所

有者/使用者）の住所（所在地）をもとに、該当す

る地方団体名（例：〇△市）と設定できること。

⑧：業務精度向上

1.0版への疑義事項及びその他意見として以下の疑義が提示されており、総務省様の回答も提

示されております。

<疑義内容>

実装すべき機能に「定置場について、納税義務者又は各種名義人（所有者/使用者）の住

所（所在地）、あるいは当該住所をもとに「当該地方団体内」と設定できること。」と記載されて

います。

文章内の"「当該地方団体内」と設定できること。"の意図は、以下のどちらの意図で記載されて

いるでしょうか。

①「当該地方団体内」という文字列を設定する。

②該当する地方団体名（例として、〇〇市であれば"〇〇市"）を設定する。

<総務省様の回答>

「WT構成員の運用例では、②になります。」となっております。

上記回答に伴い、定置場に設定される内容が明確になるように機能要件の表現の修正をお願

いいたします。

09-3_【総務省回答】1.0版への疑義事項及びその他

意見_軽自動車税.xlsx

No.4

③：現行システムでは使

用していない機能
優先度4 修正 要確認

要件自体は、地方団体の文言で統一しているため、記載は現状のままとし、備考へ以下を追記したいと思います。

「当該地方団体内」の表記については、「○○市町村内」のような登録も可とする。」

対応内容のとおりで問題ないと考えます。 是 特に意見はありません。 確認 問題なし 了承いたします。 修正に異論ありません。 特になし。 異論ございません。 機能要件の修正あり

要件自体は、地方団体の文言で統一しているため、記載は現状のままとし、備考へ以下を追記した

いと思います。

「当該地方団体内」の表記については、「○○市町村内」のような登録も可とする。」

3213 軽自動車税 1.1.9. 1 ②：要件変更 ①：新規意見

1.1.9.課税区分管理

＜課税区分＞

課税

課税取消

非課税

課税免除

不均一課税

減免

課税情報の調査中

＜課税区分＞

課税

非課税

課税免除

不均一課税

減免

課税情報の調査中

④：現行事務処理・現

行機能の踏襲

課税取消について削除をお願いします。

車両基本情報の課税区分はあくまでその車両が課税車両なのか、非課税車両なのか、課税情

報の調査中の車両なのかという車両自体のステータスを管理する認識です。

そのため、課税取消が登録されていた場合、その車両がどのような車両なのかが不明です。

課税取消が登録された車両はどのような車両であるかご教示ください。

また、車両情報の課税区分について、以下のような車両について設定の想定を記載しましたの

で認識に誤りがないかご教示ください。

課税　⇒　一般的な課税の対象となっている車両に設定する。

課税取消　⇒？

非課税　⇒　公共団体など非課税車両に設定する。

課税免除　⇒　何らかの理由で課税免除となっている車両に設定する。

不均一課税　⇒　不均一課税対象となっている車両に設定する。

減免　⇒　減免対象となっている車両に設定する。

課税情報の調査中　⇒　課税情報の調査中（課税保留等）となっている車両に設定する。

※こちらはデジタル庁様からのデータ要件の整理時に判明した内容となり、総務省様へご確認く

ださいとのことでしたので記載するものになります。

課税区分が「課税」となっている車両について当初課

税を行ったり、「減免」となっている車両について減免申

請の一括作成対象としたり、課税関係の様々な処理

のベースとして使用を想定しております。

そのうち、「課税取消」については運用想定が不明で

す。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装してい

る機能

優先度4 修正 共有

ご確認いただいている事項は用語集で定義をしています。

なお、車両情報の課税区分については当該車両の各年度単位で保持する想定で、年度当初に「課税」を行ったものの、以降で「課税取消」とした場

合は、「課税取消」の区分で管理される想定です。

是 対応内容で差し支えない 問題なし 特になし。 異論ございません。 修正なし

ご確認いただいている事項は用語集で定義をしています。

なお、車両情報の課税区分については当該車両の各年度単位で保持する想定で、年度当初に

「課税」を行ったものの、以降で「課税取消」とした場合は、「課税取消」の区分で管理される想定で

す。

3215 軽自動車税 1.3.11. 1

④：実装類型変更

（実装すべき→実装して

もしなくても良い/実装し

ない）

①：新規意見
1.3.11.台帳情報更新処理

実装すべき機能
実装してもしなくても良い機能 ⑤：過剰な要件

2.0版案にて「ただし、当該機能の使用は導入地方団体において申告書との内容の整合につい

て担保していることを前提としている。」が追加されておりますが、日々の申告書の異動登録を

4/1分まですべて終え、4/1時点の検査情報の取り込み結果をもとに車両台帳情報との突合の

チェック＆変更登録のみを行うシステムにおいては、現存・廃車のステータス自体は担保できており

ますので全車両検査情報をもとに新規登録や廃車を行う運用は行いません。

以前にも実装は困難であるという意見が挙げられており、「申告に係る内容の確認が取れている

ことが前提となりますが、登録車両の差分で判断する理解です。」とのことですが、挙がった差分に

ついて、すべて登録済であろう申告書を過去のファイルから1枚1枚探し出してきて確認する運用

を忙しい課税時期に行うことは現実的ではありません。

検査情報の4/1時点の取り込みはあくまで課税処理直前の重課の登録漏れなどのチェックがメイ

ンであるためチェックしての内容異動については機能として有用である認識です。

以上から、新規登録・廃車登録については過剰な機能である認識ですので、この部分だけでも

実装してもしなくてもいい機能への変更をお願いいたします。

【APPLIC取りまとめ】_1.0版への疑義事項及びその他意見_軽自動車税_GitHub.xlsxの

Issue　No384参照

検査情報の4/1時点の取り込みはあくまで課税処理

直前の重課の登録漏れなどのチェックを想定した機能と

なります。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装してい

る機能

優先度4 修正 要確認

検査情報との差分として挙がった対象については、適正な課税のため申告適否の精査は必要になるというのが原則と考えます。

また、軽自動車協会等で受付を行う申告書の回送にタイムラグがあり、4/1以降も4/1以前の申告書の異動登録が必要になることを念頭にしていま

す。

市町村の運用次第ではありますが、4/1時点の検査情報をもとにあらかじめ車両台帳を更新しておくことで、当初課税時期の業務負荷軽減に有用とい

う点から定義している次第です。

① 「年度当初の一括取込時は取込結果をもとに」とは、

LISMからダウンロードした特定条件全車両情報ファイルの

取り込みを指していますでしょうか？

特定条件全車両情報ファイルは、廃車データを含まないた

め「車両台帳情報を更新（新規登録・変更登録・廃車登

録）」の廃車登録は行えません。(※)

差分ファイルの取り込みによる台帳更新を意味するのであれ

ば、その旨記載いただきたいと考えます。

※基幹システムに登録されている車両との差分は把握でき

ますが、廃車年月日が確認できないため、廃車登録はでき

ない認識です。

②左記の対応内容からすると、申告書が手元にない状態で

検査情報をもとに車両台帳を更新すると取れますが、そうな

ると第2.0版案の「要件の考え方・理由」に記載されている

「当該機能の使用は導入地方団体において申告書との内

容の整合について担保していることを前提としている。」に矛

盾すると考えます。

当該機能の使用においての申告書との内容の整合について

の担保はどのようにとるのか第2.0版で記載いただきたいと考

えます。

是 意見なし 特に意見はありません。 確認 特段意見なし

賦課期日前後は申告の量も多いため登録廃車等の入力

を取り込みによって行えることにより、チェック作業に時間を十

分さけることが想定されるため、登録廃車入力も含め実装さ

れる形のほうが有用とは考えられます。

お電話で、要件修正方針は「変更なし」と伺いました。当該

機能が差分をチェックするための機能であり、データを突合し

たうえで差分を自動で上書きするものではなく、人の判断に

基づいて更新可能とする機能を想定しているとのご説明でし

たので、了承いたします。

修正に異論ありません。

当市の運用では、検査情報の4/1までの取り込みは、手入

力分の入力誤りや入力漏れのチェックを目的としており、4/1

までの全ての異動入力を終えたタイミングで処理しているの

で、新規登録、廃車登録は必要ありません。

異論ございません。 修正なし

申告適否の精査は行ったうえで当該機能を運用する前提になります。

①要件の備考に記載のとおり、「検査情報では不足する内容は適宜登録を行う」前提での定義に

なります。

ご指摘のあった廃車年月日についてもこちらに該当するものという考えです。

②当初課税に当たっては、申告内容の適否の精査が行われていることが必要と考えます。

申告書との内容の整合の取り方については、各地方団体の対応職員数等の事情を考慮する必要

があり、標準仕様書内で一意に言及することは避けていますが、最終的には前述のとおり申告内容と

の適否の精査が行われた状態での当初課税がなされていれば問題ないという認識です。

3216 軽自動車税 4.4.3. 1 ②：要件変更 ①：新規意見

4.4.3通知書再発行「要件の考え方・理由」

なお、再発行の方法については以下のとおり。

(1)システム上の最新の情報を反映させた帳票が発行

できれば良い

　…転出者変更依頼書、名義変更依頼書等の課税

に係る通知ではないもの

(2)過去に発行した帳票の内容と同一のもの（各年

度内で最新のもの）を再び発行できる必要がある

　…納税通知書、税額変更通知書、減免決定通知

書等の課税に係る通知書

なお、再発行の方法についてはシステム上の最新の情

報を反映させた帳票が発行できれば良い。
⑤：過剰な要件

再発行の定義について、「(2)過去に発行した帳票の内容と同一のもの（各年度内で最新のも

の）を再び発行できる必要がある」は運用上過剰である認識です。

問題点としては以下のとおり。

・期限の指定が無いため、ユーザは毎年増える何十万件の課税情報の納通発行履歴情報など

をデータベース、またはサーバー上でのpdf形式で永年保持し続けることはサーバーの容量の負担

になり、現実的な運用ではない。

・当初課税時の納税通知書について、再発行を行う場合は最新の車両の状態・課税の状態を

反映させて送付するのが通常であり、古い情報の納税通知書を送付することは無いため、過去

に発行した帳票の内容と同一のものを出すことは無い。（各年度内で最新のもの）という記載

があるが、この記載があるのであれば、最新のものを出すという意味合いで（１）の方法と変わら

ない。

以上から、再発行の定義について分ける必要はなく、（１）と統合させて良いものだと考えま

す。

課税にかかる通知書であっても住民に送付する場合は

最新のものを送付する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装してい

る機能

優先度2 3177 修正 要確認

過去の帳票イメージを保存するといった趣旨ではないことから、考え方・理由の記載を、以下に統一して修正します

「過去に発行した帳票において、最新の情報で発行できれば良い。」

対応内容のとおりで問題ないと考えます。 是 意見なし 特に意見はありません。 確認 特段意見なし 問題なし 了承いたします。 異論ありません。 特になし。 異論ございません。 機能要件の修正あり

過去の帳票イメージを保存するといった趣旨ではないことから、考え方・理由の記載を、以下に統一し

て修正します

「過去に発行した帳票において、最新の情報で発行できれば良い。」

3217 軽自動車税 4.4.3. 1 ②：要件変更 ①：新規意見 ⑧：業務精度向上
再発行の定義について、軽自動車税業務だけでなく他業務も含めた共通的な定義とすべきだと

思います。
再発行について全業務共通の認識で運用を行う。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装してい

る機能

優先度2 ○ 要検討 共有 税目横断の調整事項として検討します。 是 機能としては必要 問題なし 特になし。

検討事項にするとのことで異論ございません。

定義内容においては、自治体の実務に関する事項のため、

回答を控えます。

税務全体の検討へ引き継

ぎ
税目横断の調整事項として検討します。

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針

帳票レイアウト

関連意見

（該当○）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）
項番 枝番

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠 分類用フラグ

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
優先度



修正前 修正後
分類（選択肢から選

択）
詳細

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更な

し、要検討）

構成員確認（WT）要否

（共有・報告/意見聴取）
対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

修正内容

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針

帳票レイアウト

関連意見

（該当○）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）
項番 枝番

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠 分類用フラグ

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
優先度

3369 軽自動車税 1.1.16. 1 ③：要件削除 ①：新規意見

1.1.16.代理人管理

各種代理人（相続人代表者・相続人・納税管理

人・成年後見人・その他）を管理（設定・保持・修

正）できること。

＜代理人情報＞

代理人区分

法人番号

宛名基本情報

ー（削除） ⑤：過剰な要件

2.0版の改定理由に「・税務共通の要件1.1.2.において、送付先・代理人等情報（メモ含

む）を税目単位で管理する旨の定義を行っているので、機能要件から以下を削除。

メモ」

とありますが、この理屈で行くのであれば税務共通の要件1.1.2.にて宛名ごとに代理人情報を税

目単位で管理することがで意義されているので、1.1.16の要件自体が不要となる認識です。

そもそも代理人情報は納税義務者である人に対して登録されるものであり、1.1. 車両台帳情

報管理の車両台帳情報として定義されるものではないと思われます。

以上から、削除を提案するものです。

代理人情報は納税義務者ごとの管理であり、車両情

報としては管理しない想定です。

③：現行システムでは使

用していない機能
優先度4 要検討 共有

軽自動車税特有の要件はないため、他税目と修正方針を調整の上、削除の方向で検討します。

（すでに税務共通に記載あり）
是 対応内容で差し支えない 問題なし 特になし。 軽自動車税の機能要件からの削除で異論ございません。 機能要件の修正あり

軽自動車税特有の要件はないため、他税目と修正方針を調整の上、削除の方向で検討します。

（すでに税務共通に記載あり）

3370 軽自動車税 4.4.9. 1 ⑥：表現の見直し ②：前回記載意見

4.4.9.証明書等発行制御

以下の条件により、各種証明書等発行時のエラー又

はアラート設定ができること。

＜制御条件＞

種別

未納者

支援措置対象者

処理注意者

廃車済み

⑧：業務精度向上

【APPLIC取りまとめ】_1.0版への疑義事項及びその他意見_軽自動車税_GitHub.xlsx

Issue　No363にて、

「実装すべき機能の要件に「以下の条件により、各種証明書等発行時のエラー又はアラート設

定ができること。」とあり制御条件の記載があります。

種別に関する制御として例えば４輪の場合標識交付証明書の出力時にはエラーが表示される

等が想定されます。

「29_6-3_エラー・アラート参考資料_軽自動車税（種別割）」に証明発行時のエラーについ

て参考例を示していただけないでしょうか。」

という意見に対し、

「参考資料の方へ記載する方向で検討します。」

という回答をいただいております。

2.0版案にて記載がありませんが、こちらは記載予定でしょうか。検討結果についてご教示くださ

い。

エラーチェックについて標準的な機能を参考に運用する

想定です。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装してい

る機能

優先度3 要検討 要確認
エラーアラートの参考資料へ追記します。

現在証明発行に係るケースの例示がないため、追加します。
対応内容のとおりで問題ないと考えます。 是 意見なし 特に意見はありません。 確認 特段意見なし 問題なし 了承いたします。 承知しました。 特になし。 異論ございません。

エラーアラート参考資料の

修正あり

エラーアラートの参考資料へ追記します。

現在証明発行に係るケースの例示がないため、追加します。



③仕様書改定案（帳票要件 等）に関するご意見【軽自動車税】 付番の現最大値を表示

1073 0 0

修正前 修正後
分類（選択肢から選

択）
詳細

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（共有・報告/意見聴取）
対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

修正内容

894 68 軽自動車税 帳票要件 36

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

②：要件変更 ①：新規意見

【帳票概要】必須要件としている用紙（納付

書用の専用紙）の標準仕様では納税証明

書(継続検査用)や納付書が一体となった様

式を想定している。

【案件の考え方・理由】帳票は納付書及び納

税証明書（継続検査用）が一体となる様式

を想定しているが、納付書及び納税証明書

（継続検査用）の様式については収納管理

の帳票要件で定義されたものを適用するもの

とする。

【帳票概要】必須要件としている用紙（納付

書用の専用紙）の標準仕様では納税証明

書(継続検査用)や納付書が一体となった様

式を想定している。

【案件の考え方・理由】帳票は納付書及び納

税証明書（継続検査用）が一体となる様式

を想定しているが、納付書及び納税証明書

（継続検査用）の様式については収納管理

の帳票要件で定義されたものを適用するもの

とする。ただし「期別」については、軽自動車税

の場合は「期別」に関する印字を常に「全期」

とすることや、印字不要を選択できることとす

る。

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

収納管理の帳票103督促状兼納付書（軽自動車税）（専用紙）や、収納管理の

帳票122納付書と、軽自動車税の帳票36の、「納付書（納入済通知書）」「納付書

（原符）」部分は一致するはずですが、帳票レイアウトに示された内容が異なります。「納

付書（納入済通知書）」「納付書（原符）」の上部、税目名に続く「第〇〇期」につい

て、軽自動車税の帳票36レイアウトでは期別印字がないが、収納管理の帳票122等で

は固定資産税の例しか示されておらず、軽自動車税の場合に「第●●期」が印字される

のかどうか不明。また軽自動車税の帳票36レイアウトでは、「納付書（納入済通知

書）」の最下段に＜〇〇番号：12345…..＞があり「eL-QR」はないが、逆に収納管

理の帳票では＜〇〇番号：12345…＞はなく「eL-QR」あり。

標準仕様書内での税目間等における不一致や

矛盾が是正されないままに、本帳票要件等が総

務省令化された場合、どちらの要件等に従えばよ

いか不明となる。

なお口座振替の場合には「納付書（納入済通

知書）」「納付書（原符）」部分をアスタリスクや

「口座振替のため使用できません」などと印字した

り、「納税通知書」の通知文言を「ご指定の口座

から引き落とします」などと印字することで、一台や

二台しか所有しない口座振替の納税者にも本帳

票を用いて対応可能となり、業務効率化。

④：スクラッチ開発で実

装
優先度1 収納 要検討 共有

納付書のレイアウトに関しては収納のものを参照いただくことで問題ないため、軽自において参考として示すものは削除する方向で進めたいと

考えます。

期別の記載（全期とするか印字不要とするか）については、収納側と相談の上で整理します。

是 対応内容に賛同 問題なし
期別について、当初課税分とそれ以外の

分とがわかるように表示させたい。
異論ございません。

帳票レイアウトの修正

収納へ引き継ぎ

納付書のレイアウトに関しては収納のものを参

照いただくことで問題ないため、軽自において

参考として示すものは削除する方向で進めた

いと考えます。

軽自における期別の記載については、収納側

と相談の上で整理します。

（K市ご意見についても収納側で対応を検討

します）

1070 82 軽自動車税 帳票レイアウト 40

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

①：要件追加 ②：前回記載意見
【表示項目追加】

・登録年月日
⑥：住民サービス向上

登録年月日については、本市で登録された日付であり、課税の根拠にもなるため、記載

が必要と考える。

当該年度の賦課期日現在で所有していることが

登録年月日により確認できることから、課税の理

由や税額の根拠を納税義務者に具体的に示す

ことで軽自動車税種別割への理解を深めてもらう

とともに、説明責任を果たすことが出来る。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1073 ◯ 追加 要確認
あくまでも地方団体個別の取り組みであると見受けられるため、印字項目の仕様における備考欄への記載事項とし、要件に追加したいと考

えます。
対応内容のとおりで問題ないと考えます。 是 意見なし 特に意見はありません。 確認 特段意見なし 問題なし 了承いたします。 承知しました。

当市では納税通知書への登録年月日の

記載は不要と考えるが、個別の取り組み

として備考欄に記載できるようにする方法

で良いと考える。

異論ございません。
印字項目・諸元表の修

正

あくまでも地方団体個別の取り組みであると見

受けられるため、印字項目の仕様における備

考欄への記載事項とし、要件に追加したいと

考えます。

1071 83 軽自動車税 帳票レイアウト 40

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

⑥：表現の見直し ①：新規意見
宛名番号の記載（欄）を納税義務者欄付

近に設定する
⑦：業務効率化

納税通知書発送業務の際、宛名番号をキーに抜き取り作業等を行うことになるが、義

務者氏名とあわせて確認する為、義務者氏名欄近くに記載する方が抜き取りミスや誤送

付のリスクを軽減出来る。

また、職員等の目検により抜き取りを行うため、可能な限り帳票上部の目立つ箇所に記

載される方が望ましい。

当初納税通知書発送業務において、納税通知

書の抜き取り作業は必須であり、その作業効率

及び誤送付等のリスク軽減から対応が必要と考

えるため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 ◯ 削除 共有 宛名番号は全体的な修正方針として、帳票印字項目から削除します。 是

削除となっているが口座振替の申し込み

など対象者を特定するカギとして利用して

いると思われる。

連番１６９８の記載にて宛名番号の印

字については別途検討するとの記載があ

るため、削除するという方針は今後検討

により変わる可能性があるという理解でよ

いでしょうか。

当市では宛名番号ではなく、通知書番

号をキーとして引き抜き等を行っている。
異論ございません。

印字項目・諸元表の修

正

帳票レイアウトの修正

宛名番号は全体的な修正方針として、帳票

印字項目から削除します。

【E市ご意見について】

問い合わせ時等の対象者の特定については、

原則として通知書番号を用いる整理としてい

ます。

ただし、独自施策等で印字しなければならない

ケースについてはFAQにて考え方をお示ししま

す。

【H市ご意見について】

こちらの方針は2.0版において削除するという

方針で、反映させる予定です。

【K市ご意見について】

引き抜き事務には、特段影響ないものというこ

とで承知いたしました。

1072 84 軽自動車税 帳票レイアウト 40

納税通知書

（口座振替）

（汎用紙）

②：要件変更 ①：新規意見
大分類として、初度検査年月の項目（欄）

を設ける
⑥：住民サービス向上

備考欄に初度検査年月を記載する想定であるが、帳票の見た目や体裁を考えた際、項

目として設定しておく方が望ましい。また、初度検査年月については、重課・軽課の判断

に繋がるため、市民等の関心も高い。問い合わせ件数を減らすためにも、目のつく場所に

記載することが望ましい。

重課・軽課の適用条件として初度検査年月が含

まれており、課税の理由や税額の根拠を納税義

務者に具体的に示すことで軽自動車税種別割へ

の理解を深めてもらうため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 1069 ◯ 要検討 共有 初度検査年月については、WTで議論の結果、車検証を確認すればわかることから必要に応じて備考に記載する整理としています。 是 対応内容に賛同 問題なし

初度検査年月は軽課・重課の判定に必

要な項目であるため、見やすい位置に表

示したい。

可能であれば、「〇〇年から重課が適用

されます」といった文言も入るほうが良い。

異論ございません。 修正なし

初度検査年月については、WTで議論の結

果、車検証を確認すればわかることから必要に

応じて備考に記載する整理としています。

【K市ご意見について】

上記のとおり、昨年度以前の議論を踏まえて

必要に応じて備考欄に記載する整理としてお

ります。

また、重課適用の旨についても備考欄の印字

が想定されるものと考えます。

なお、印字枠の大きさについては、帳票レイア

ウトで示しているものを広げて運用すること自

体は差し支えありません。（FAQへの掲載を

予定しています）

1118 87 軽自動車税 帳票要件 114
市町村課税状

況等の調
①：要件追加 ①：新規意見

課税状況調及び交付税関係資料については

標準化対象外となるため削除。

課税状況調及び交付税関係資料はシステム

で作成できる機能を持たせる。
⑦：業務効率化

全国的に行っているものであるため毎年の事務負担軽減を図るためにも標準化するべき

ものと考える。また実装されていなければ、標準化システム導入時の費用面の負担と、仕

様書作成等の事務負担が大きくなる。

帳票を作成して提出するのではなく、ガバメントクラウド上で都道府県、又は国がデータを

集計する仕組みを構築するのはどうか？

指定される帳票に合わせてファイルを作成し、内

容を確認する必要はあるが、転記等の手間をか

けることなく提出できるようなシステムが望ましい。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 共通 要検討 共有 全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

全団体の回答が必要な照会については、

標準仕様書として作成されるべきと考え

る。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

「帳票を作成して提出するのではなく、ガ

バメントクラウド上で都道府県、又は国が

データを集計する仕組みを構築するのは

どうか？」という観点は、全自治体がガバ

クラを利用するとは限らないため、技術的

な可能性を検討していく必要があります

が、毎年実施される全自治体対象の統

一された調査報告等に関する事務におい

ては、標準化すべきだと考えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

全体方針に係る事項となるため、別途検討い

たします。

1119 88 軽自動車税 帳票要件 115

市町村課税状

況等の調補足

表

①：要件追加 ①：新規意見
課税状況調及び交付税関係資料については

標準化対象外となるため削除。

課税状況調及び交付税関係資料はシステム

で作成できる機能を持たせる。
⑦：業務効率化

全国的に行っているものであるため毎年の事務負担軽減を図るためにも標準化するべき

ものと考える。また実装されていなければ、標準化システム導入時の費用面の負担と、仕

様書作成等の事務負担が大きくなる。

帳票を作成して提出するのではなく、ガバメントクラウド上で都道府県、又は国がデータを

集計する仕組みを構築するのはどうか？

指定される帳票に合わせてファイルを作成し、内

容を確認する必要はあるが、転記等の手間をか

けることなく提出できるようなシステムが望ましい。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 共通 要検討 共有 全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

全団体の回答が必要な照会については、

標準仕様書として作成されるべきと考え

る。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

「帳票を作成して提出するのではなく、ガ

バメントクラウド上で都道府県、又は国が

データを集計する仕組みを構築するのは

どうか？」という観点は、全自治体がガバ

クラを利用するとは限らないため、技術的

な可能性を検討していく必要があります

が、毎年実施される全自治体対象の統

一された調査報告等に関する事務におい

ては、標準化すべきだと考えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

全体方針に係る事項となるため、別途検討い

たします。

1120 89 軽自動車税 帳票要件 116
交付税検査資

料
①：要件追加 ①：新規意見

課税状況調及び交付税関係資料については

標準化対象外となるため削除。

課税状況調及び交付税関係資料はシステム

で作成できる機能を持たせる。
⑦：業務効率化

全国的に行っているものであるため毎年の事務負担軽減を図るためにも標準化するべき

ものと考える。また実装されていなければ、標準化システム導入時の費用面の負担と、仕

様書作成等の事務負担が大きくなる。

帳票を作成して提出するのではなく、ガバメントクラウド上で都道府県、又は国がデータを

集計する仕組みを構築するのはどうか？

指定される帳票に合わせてファイルを作成し、内

容を確認する必要はあるが、転記等の手間をか

けることなく提出できるようなシステムが望ましい。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 共通 要検討 共有 全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

全団体の回答が必要な照会については、

標準仕様書として作成されるべきと考え

る。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

「帳票を作成して提出するのではなく、ガ

バメントクラウド上で都道府県、又は国が

データを集計する仕組みを構築するのは

どうか？」という観点は、全自治体がガバ

クラを利用するとは限らないため、技術的

な可能性を検討していく必要があります

が、毎年実施される全自治体対象の統

一された調査報告等に関する事務におい

ては、標準化すべきだと考えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

全体方針に係る事項となるため、別途検討い

たします。

1121 90 軽自動車税 帳票要件 117
交付税検査資

料附票
①：要件追加 ①：新規意見

課税状況調及び交付税関係資料については

標準化対象外となるため削除。

課税状況調及び交付税関係資料はシステム

で作成できる機能を持たせる。
⑦：業務効率化

全国的に行っているものであるため毎年の事務負担軽減を図るためにも標準化するべき

ものと考える。また実装されていなければ、標準化システム導入時の費用面の負担と、仕

様書作成等の事務負担が大きくなる。

帳票を作成して提出するのではなく、ガバメントクラウド上で都道府県、又は国がデータを

集計する仕組みを構築するのはどうか？

指定される帳票に合わせてファイルを作成し、内

容を確認する必要はあるが、転記等の手間をか

けることなく提出できるようなシステムが望ましい。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 共通 要検討 共有 全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

全団体の回答が必要な照会については、

標準仕様書として作成されるべきと考え

る。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

「帳票を作成して提出するのではなく、ガ

バメントクラウド上で都道府県、又は国が

データを集計する仕組みを構築するのは

どうか？」という観点は、全自治体がガバ

クラを利用するとは限らないため、技術的

な可能性を検討していく必要があります

が、毎年実施される全自治体対象の統

税務全体の検討へ引き

継ぎ

全体方針に係る事項となるため、別途検討い

たします。

1122 91 軽自動車税 帳票要件 40

課税状況調

（第1表_納税

義務等に関する

調べ）

①：要件追加 ①：新規意見
課税状況調及び交付税関係資料については

標準化対象外となるため削除。

課税状況調及び交付税関係資料はシステム

で作成できる機能を持たせる。
⑦：業務効率化

全国的に行っているものであるため毎年の事務負担軽減を図るためにも標準化するべき

ものと考える。また実装されていなければ、標準化システム導入時の費用面の負担と、仕

様書作成等の事務負担が大きくなる。

帳票を作成して提出するのではなく、ガバメントクラウド上で都道府県、又は国がデータを

集計する仕組みを構築するのはどうか？

指定される帳票に合わせてファイルを作成し、内

容を確認する必要はあるが、転記等の手間をか

けることなく提出できるようなシステムが望ましい。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 共通 要検討 共有 全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

全団体の回答が必要な照会については、

標準仕様書として作成されるべきと考え

る。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

「帳票を作成して提出するのではなく、ガ

バメントクラウド上で都道府県、又は国が

データを集計する仕組みを構築するのは

どうか？」という観点は、全自治体がガバ

クラを利用するとは限らないため、技術的

な可能性を検討していく必要があります

が、毎年実施される全自治体対象の統

一された調査報告等に関する事務におい

ては、標準化すべきだと考えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

全体方針に係る事項となるため、別途検討い

たします。

優先度

分類用フラグ

帳票レイアウ

ト関連意見

（該当○）

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
連番

要件

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

業務内

連番



修正前 修正後
分類（選択肢から選

択）
詳細

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（共有・報告/意見聴取）
対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

修正内容
優先度

分類用フラグ

帳票レイアウ

ト関連意見

（該当○）

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
連番

要件

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

業務内

連番

1350 92 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
36

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

12 課税年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えれられるた

め、慎重に検討する必要があると思われ

る。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1351 93 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
36

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

14 賦課年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1352 94 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
36

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

15 納期限 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1353 95 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
36

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

19 通知日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1354 96 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
40

納税通知書

（口座振替）

（汎用紙）

5 通知日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1355 97 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
40

納税通知書

（口座振替）

（汎用紙）

15 課税年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1356 98 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
40

納税通知書

（口座振替）

（汎用紙）

16 賦課年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1357 99 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
40

納税通知書

（口座振替）

（汎用紙）

17 納期限 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1358 100 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
40

納税通知書

（口座振替）

（汎用紙）

38 振替日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。



修正前 修正後
分類（選択肢から選

択）
詳細

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（共有・報告/意見聴取）
対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

修正内容
優先度

分類用フラグ

帳票レイアウ

ト関連意見

（該当○）

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
連番

要件

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

業務内

連番

1359 101 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
52

減免申請書

（汎用）
2 発行日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

②：現行システムでカ

スタマイズを実施してい

る帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1360 102 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
52

減免申請書

（汎用）
17 登録年月日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

②：現行システムでカ

スタマイズを実施してい

る帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1361 103 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
52

減免申請書

（汎用）
38 提出期限 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

②：現行システムでカ

スタマイズを実施してい

る帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1362 104 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
56

減免決定通知

書（汎用）

（汎用紙）

6 通知日 ①：要件追加 ②：前回記載意見

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1363 105 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
56

減免決定通知

書（汎用）

（汎用紙）

17 対象年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1364 106 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
72

税額変更通知

書（汎用紙）
1 通知日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1365 107 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
72

税額変更通知

書（汎用紙）
2 通知書タイトル ①：要件追加 ②：前回記載意見

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1366 108 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
72

税額変更通知

書（汎用紙）
11 税額変更年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1367 109 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
72

税額変更通知

書（汎用紙）

根拠事由の発

生日
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。



修正前 修正後
分類（選択肢から選

択）
詳細

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（共有・報告/意見聴取）
対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

修正内容
優先度

分類用フラグ

帳票レイアウ

ト関連意見

（該当○）

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
連番

要件

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

業務内

連番

1368 110 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
72

税額変更通知

書（汎用紙）
31 課税年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1369 111 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
72

税額変更通知

書（汎用紙）
32 調定年度 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1372 114 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
85

転出者変更依

頼書（汎用

紙）

8 通知年月日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1373 115 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
85

転出者変更依

頼書（汎用

紙）

25
登録年月日

（取得日）
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1374 116 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
85

転出者変更依

頼書（汎用

紙）

26 手続き期限 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1375 117 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
88

名義変更依頼

書（汎用紙）
8 通知年月日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1376 118 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
88

名義変更依頼

書（汎用紙）
25

登録年月日

（取得日）
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1377 119 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
88

名義変更依頼

書（汎用紙）
26 手続き期限 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1378 120 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
94

標識交付証明

書
3

納税義務発生

年月日
①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。



修正前 修正後
分類（選択肢から選

択）
詳細

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（共有・報告/意見聴取）
対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

修正内容
優先度

分類用フラグ

帳票レイアウ

ト関連意見

（該当○）

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
連番

要件

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

業務内

連番

1379 121 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
94

標識交付証明

書
20 交付日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1380 122 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
97

廃車申告書兼

標識返納書

（原動機付自

転車・小型特

殊自動車）

11 生年月日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えれられるた

め、慎重に検討する必要があると思われ

る。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1381 123 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
97

廃車申告書兼

標識返納書

（原動機付自

転車・小型特

殊自動車）

生年月日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1382 124 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
98

廃車申告受付

書
11 廃車年月日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1383 125 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
98

廃車申告受付

書
14 交付日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1384 126 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
98

廃車申告受付

書
22 登録年月日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1385 127 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
98

廃車申告受付

書
31 譲渡年月日 ①：要件追加 ②：前回記載意見 諸元表　和暦

諸元表　和暦／西暦

「西暦」、「和暦」、「西暦と和暦の併記」の選

択ができること

⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表示とするため。
各帳票の年度及び年月日の表記については、各

自治体の運用で選択できる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 1350~1385 共通 ◯ 要検討 共有 西暦・和暦の選択についても全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

基本は和暦だが、今後西暦で記載する

可能性もあるため、選択できたほうがよ

い。

ただし、帳票の変更時の印字テストの費

用が増える等デメリットも考えられるため、

慎重に検討する必要があると思われる。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

西暦・和暦のどちらを採用するかは自治

体の実務に関する事項のため、回答を控

えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

西暦・和暦の選択についても全体方針に係る

事項となるため、別途検討いたします。

1698 138 軽自動車税 帳票要件 各種通知書 ①：要件追加 ①：新規意見 宛名番号を印字しない 宛名番号を印字する ⑧：業務精度向上

税務共通の要件1.5.9で、本人特定は通知書番号で行うため、宛名番号は通知書に

記載しないとの変更が出ているが、こちらの機能を削除してしまうと、納税者が口座の申し

込みを行う際に自分の宛名番号がわからず、口座の申し込み時に宛名番号を記載する

ことができず、収納2.2.1の処理を行おうとしても意思を示してもらえない。

固定資産税共有など、同一に見えるもので別管理が必要な場合、口座のつけ間違いが

頻発することが考えられるため、再考をお願いしたい。

口座の申込時に宛名番号がわからないため、年

間数千件（当市では３千件ほど？）問合せが

増加すると想定される

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 共通 要検討 共有 全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし
各種通知書に宛名番号に記載は不要と

考える。

個人住民税の連番1696でも、同様の

意見が出ております。

個人住民税では、「変更しない」としてお

りますが、どちらにせよ、対応内容でお示し

いただいているとおり、対応を揃えるべきと

考えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

全体方針に係る事項となるため、別途検討い

たします。

2452 171 軽自動車税 帳票要件 114
市町村課税状

況等の調
①：要件追加 ①：新規意見 削除

1.0版時点に戻し、かつ提出が必要な全ての

帳票の作成を可能とする。
⑦：業務効率化

課税状況調べをはじめとした調査報告に関しては、回答様式等に変更等があることはや

むを得ない部分があるものとは思われるが、「回答様式に頻繁な変更があるから」等の理

由により、仕様から除くのではなく、そもそもその理由が是正されるべきものと考える。

殊に課税状況調べについては全団体が対応する調査であること、出力する帳票・データ

が各団体において標準に行わることにより統計資料としてより正確なものであることが担保

されるものと考えることから、標準仕様書のもとで作成されるべきと考える。

少なくとも標準仕様書に定義された統一の統計数値や当該調査が求めるものが出力で

きるようにし、国や都道府県が作る統計資料はそのデータの範囲内で回答されるように調

査統計の在り方を考えてもらい、本件については標準システムに実装すべきものとして欲し

い。

国や都道府県が統計資料の作成を求める度に

随時

②：現行システムでカ

スタマイズを実施してい

る帳票

優先度2 ◯ 要検討 共有 全体方針に係る事項となるため、別途検討いたします。 是 実効性ある対応を求める 問題なし

全団体の回答が必要な照会については、

標準仕様書として作成されるべきと考え

る。

検討事項にするとのことで異論ございませ

ん。

毎年実施される全自治体対象の統一さ

れた調査報告等に関する事務において

は、標準化すべきだと考えます。

税務全体の検討へ引き

継ぎ

全体方針に係る事項となるため、別途検討い

たします。



修正前 修正後
分類（選択肢から選

択）
詳細

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（共有・報告/意見聴取）
対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

修正内容
優先度

分類用フラグ

帳票レイアウ

ト関連意見

（該当○）

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
連番

要件

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

業務内

連番

2757 187 軽自動車税 帳票レイアウト 52
減免申請書

（汎用）
12 個人番号 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 ー

個人番号を記載する欄に区切り線を追加す

る。

軽自　別紙2参照

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

ー ー
④：スクラッチ開発で実

装
優先度1 ◯ 要検討 共有

帳票レイアウトにおける印字項目の配置については、当該定義に則る必要があります。

ただし、印字枠や余白・線の太さ・切り取り線や区切り線等の補助線の有無については、標準仕様書で定めている諸元表・印字項目等から

大幅な変更がなければ事業者の創意工夫の範囲としています。

（FAQへの記載を予定）

是 対応内容に賛同 問題なし 特になし 異論ございません。 修正なし

帳票レイアウトにおける印字項目の配置につ

いては、当該定義に則る必要があります。

ただし、印字枠や余白・線の太さ・切り取り線

や区切り線等の補助線の有無については、標

準仕様書で定めている諸元表・印字項目等

から大幅な変更がなければ事業者の創意工

夫の範囲としています。

（FAQへの記載を予定）

2758 188 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
52

減免申請書

（汎用）
27

個人番号又は

法人番号
③：要件削除 ①：新規意見 個人番号又は法人番号 ー

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

項番12でマイナンバーを記載しており、複数個所への記載は納税者の利便性や個人情

報保護の観点から望ましくないと考えます。
適切な個人情報保護のため

④：スクラッチ開発で実

装
優先度1 要検討 共有 納税義務者と所有者が同一の場合は、記載省略となる前提のため、問題ないと考えます。 是 対応内容に賛同

所有権留保の車両については納税義務

者と所有者が別人となることも想定されま

す。そもそも減免申請の際に納税義務者

と別に所有者の情報を記入する必要性

もないと思われます。

特になし 異論ございません。
印字項目の修正

帳票レイアウトの修正

【H市ご意見について】

条例例において必ずしも所有者が必須となっ

ているものではない（納税義務者は必須）と

いえることに加え、本ご意見を踏まえ運用上所

有者の記載の必要性が低いと見受けられるた

め、印字項目及び帳票レイアウトから所有者

の欄を削除します。

2779 209 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
103

住民票の照会

について
12 照会文書本文 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

"ご多忙のおり恐縮ですが、下記の者につい

て、軽自動車税(種別割)納税義務者の住

所確認のために必要がありますので、調査のう

え、別紙により回答くださるようお願いします。"

"ご多忙のおり恐縮ですが、下記の者につい

て、軽自動車税(種別割)納税義務者の住

所を確認する必要があるため、別紙により回

答くださるようお願いします。"

⑧：業務精度向上 調査の上は特になくて問題ないと考えます。 ー ー 優先度2 要検討 共有 地方団体によってある程度表現を変更することは問題ありませんが、例文としては現状の定義のままとします。 是 対応内容に賛同 問題なし 特になし 異論ございません。 修正なし

地方団体によってある程度表現を変更するこ

とは問題ありませんが、例文としては現状の定

義のままとします。

2955 軽自動車税 帳票レイアウト 36

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

⑥：表現の見直し ①：新規意見

〇〇〇〇〇〇市 納付書（納入済通知

書）

令和９９年度（令和９９年度分）軽自動

車税（種別割）

〇〇〇〇〇〇市 軽自動車税（種別割）

納付書（納入済通知書）
⑥：住民サービス向上

納入済通知書部や原符のタイトル欄の「〇〇〇〇〇〇市 納付書（納入済通知

書）」「令和９９年度（令和９９年度分）軽自動車税（種別割）」について二段表

示になっておりますが、タイトル欄の文字サイズが小さく住民に見えづらいです。

実際に自治体の職員様からありました指摘になりますが、特に年配の方が見たときに何の

通知なのかがわからず問い合わせやクレームの原因にもなります。

年度はすぐ下に表示の欄があるため、タイトル欄は「〇〇〇〇〇〇市 軽自動車税（種

別割）納付書（納入済通知書）」としてください。

収納管理システムの納付書をもとにしていると思われますので、そちらもご確認をお願いし

ます。

住民の見やすさを考慮した通知を送付する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 収納 ◯ 要検討 共有 収納での定義箇所であるため、引き継ぎます。 是 対応内容に賛同 問題なし 特になし 異論ございません。 収納へ引き継ぎ
収納での定義箇所であるため、引き継ぎま

す。

2956 軽自動車税 帳票レイアウト 36

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

⑥：表現の見直し ①：新規意見 ⑧：業務精度向上

納入済通知書部下の「＜〇〇番号：12345-12345678901234567890-

123456-123＞」は何の番号でしょうか。諸元表に該当すると思われる項目がなく、収

納管理のNo.122_納付書のレイアウトにもありませんのでご教示ください。

恐らく共通納税税目拡大に伴うeL番号と想定しておりますが

諸元表に記載がなく不整合です。

レイアウトに追加するのであれば諸元表にも記載をお願いします。

指摘箇所の数値について運用想定が不明です。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 ◯ 要検討 共有 収納での定義箇所であるため、引き継ぎます。 是 対応内容に賛同 問題なし 特になし 異論ございません。 収納へ引き継ぎ
収納での定義箇所であるため、引き継ぎま

す。

2960 軽自動車税 帳票レイアウト 52
減免申請書

（汎用）
⑥：表現の見直し ①：新規意見 ⑥：住民サービス向上

税務システム標準仕様書【第2.0版】（案）の変更概要等資料16Pの「標準仕様書

【第2.0版】 （案）への変更概要（帳票印字項目・諸元表、レイアウト見直し）」にて

「帳票印字項目・諸元表、帳票レイアウトについて、「見やすさ・記入しやすさ」、「事務の

効率化」、「実用性」の3つの観点から見直しを行った。」と記載されております。

項目の配置レイアウトについて見やすく改善を行ったとのことですが、障害者欄の年齢付

近など縦軸の項目は位置がずれており、修正前より見にくくなっています。改善をお願いし

ます。

仕様への指摘のため無し。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 2963 ◯ 要検討 要確認 縦軸位置に関しては可能な限りそろえる方向で検討したいと思います。 対応内容のとおりで問題ないと考えます。 是 意見なし 特に意見はありません。 確認 特段意見なし 問題なし 了承いたします。 異論ありません。 特になし 異論ございません。 帳票レイアウトの修正
縦軸位置に関しては可能な限りそろえる方向

で検討したいと思います。

2963 軽自動車税 帳票レイアウト 73
税額変更通知

書（汎用紙）
⑥：表現の見直し ①：新規意見 ⑥：住民サービス向上

見やすさの向上のためレイアウトを修正されたとのことですが、１行ごとの縦軸の線がバラバ

ラであり項目が散らかっていることで非常に見にくくなっております。

これであれば1.0版のレイアウトの方が見やすいと感じます。

縦軸をばらすのであれば、１帳票１台のレイアウトとし、下部のスペースで審査請求の文

言を表示するなどの構成が望ましいです。

（税額の変更に関する通知なので今更ですが審査請求の文言が必要では……と思い

ました）

現状はSE目線で見てとても住民に送付しての運用に耐えられるものではないと感じました

ので、改善をお願いします。

住民が見やすい通知書を想定しております。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 2960 ◯ 要検討 要確認 縦軸位置に関しては可能な限りそろえる方向で検討したいと思います。

教示文については裏面印字を想定しています。（諸元表記載のとおり）
対応内容のとおりで問題ないと考えます。 是 意見なし 特に意見はありません。 確認 特段意見なし 問題なし 了承いたします。

窓口を担当しておりますと、発行書類の

見やすさは非常に大切だと実感していま

す。読みづらい、分かりづらい通知は、その

部分について同じ内容の問い合わせが増

え、事務負担が増えます。必ず住民目線

で作成してください。文字の大きさを含

め、検討をお願いします。

特になし 異論ございません。 帳票レイアウトの修正

縦軸位置に関しては可能な限りそろえる方向

で検討したいと思います。

教示文については裏面印字を想定していま

す。（諸元表記載のとおり）

2969 軽自動車税
帳票印字項目・諸元

表
36

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

16 税額 ②：要件変更 ①：新規意見
・型

全角

・型

半角
⑧：業務精度向上

型が全角となっています。

参考としている収納管理の納付書の納付額、および軽自動車税の税額変更通知書

や、収納管理の納付書は半角なっていますが統一されるべきではないでしょうか。

見やすさのために全角としているのであればフォントサイズを大きくするなどの対応となる想

定です。

※同様に、通知書番号でも帳票によって全角半角の違いがあります。

金額は半角で統一して表記する想定です。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2

2964

2965

2966

2967

全体 要検討 共有 税目横並びでの修正を進めます。 是 対応内容に賛同 問題なし 特になし 異論ございません。
印字項目・諸元表の修

正

税目横並びでの修正を進めます。

税額の型の記載は共通指針に合わせて見直

し予定です。

2970 軽自動車税 帳票レイアウト 36

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

⑥：表現の見直し ①：新規意見
・通知日の位置

送付先欄の上

・通知日の位置

首長名の上
⑧：業務精度向上

通知書部分の通知日が宛名部分の郵便番号の横に配置されています。

他の帳票だと発行者名の上部に配置しているものが多いのですが、通知書を窓空き封

筒にに封入する場合に通知日も窓空きにて見えるようにする想定でしょうか。

宛名欄に配置している意図があればご教示ください。

通知日については首長名の上に配置する想定で

す。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 全体 ◯ 修正 要確認 印字位置を発行者の上に移動させたいと思います。 対応内容のとおりで問題ないと考えます。 是 意見なし 特に意見はありません。 確認 特段意見なし 問題なし 了承いたします。 承知しました。 特になし 異論ございません。 帳票レイアウトの修正
印字位置を発行者の上に移動させたいと思い

ます。



修正前 修正後
分類（選択肢から選

択）
詳細

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要否

（共有・報告/意見聴取）
対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

修正内容
優先度

分類用フラグ

帳票レイアウ

ト関連意見

（該当○）

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）
連番

要件

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

業務内

連番

2971 軽自動車税 帳票レイアウト 36

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

②：要件変更 ①：新規意見

1．領収証書の加入者名、口座番号

　軽自：表示あり

　収納：表示なし

2．継続検査用納税証明書の氏名、住所

　軽自：表示あり

　収納：表示なし

3．切り離さない旨の注意書き

　表記が異なる

1．領収証書の加入者名、口座番号

　軽自：表示あり

　収納：表示あり

2．継続検査用納税証明書の氏名、住所

　軽自：表示あり

　収納：表示あり

3．切り離さない旨の注意書き

　表記を統一する

⑥：住民サービス向上

軽自動車税の36 納税通知書（納付書払い）（納付書一体型専用紙）と、収納管

理の122 納付書を比較した際に差異がありました。

異なる仕様で住民に送付されることは統一化の観点から避けたいため、修正後の方針で

修正をお願いいたします。

業務間でも納付書等の様式はなるべく統一した

ものを送付し、住民からの問い合わせ等を軽減す

る想定です。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 収納 ◯ 要検討 共有 参考として収納の検討結果を載せていましたが、混乱を招くため軽自からは削除します。 是 対応内容に賛同 問題なし 特になし 異論ございません。 帳票レイアウトの修正
参考として収納の検討結果を載せていました

が、混乱を招くため軽自からは削除します。

2972 軽自動車税 帳票レイアウト 36

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

②：要件変更 ①：新規意見
原符

自治体名下の数値５桁

原符

自治体名下の数値６桁
⑧：業務精度向上

納付書（原符）のにある、「○○○○○市」の下の「99999」は団体コードでしょうか。

収納管理の122 納付書を参考にされたと思いますが、収納管理の、諸元表は6桁、帳

票レイアウトは5桁となっています。

軽自動車税・収納管理とも合わせていただくよう修正をお願いします。

データ要件の桁数に合わせて６桁で管理される

想定です。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 収納 ◯ 要検討 共有 参考として収納の検討結果を載せていましたが、混乱を招くため軽自からは削除します。 是 対応内容に賛同 問題なし 特になし 異論ございません。 帳票レイアウトの修正
参考として収納の検討結果を載せていました

が、混乱を招くため軽自からは削除します。

3020 軽自動車税 帳票レイアウト 36

納税通知書

（納付書払

い）（納付書

一体型専用

紙）

⑥：表現の見直し ①：新規意見 納入済通知書 納付済通知書 ⑧：業務精度向上

納入済通知書部の呼称について、用語集では以下の通り定義されています。

80　納入　のうにゅう

特別徴収義務者が納税義務者から徴収した税金を納めること。

81　納付　のうふ

税金を納めること。（納入を除く。）

以上から、軽自動車税については納入済通知書ではなく、納付済通知書と表記すべき

ではないかと思います。

指摘箇所の数値について運用想定が不明です。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 収納 ◯ 要検討 共有 収納側へ引き継ぎます。 是 対応内容に賛同 問題なし 特になし 異論ございません。 収納へ引き継ぎ 収納側へ引き継ぎます。



④仕様書改定案（その他）のご意見【軽自動車税】

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否 対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

修正内容

134 5 その他

軽自動車税（種別

割）

No.101_住民票の照

会についておよび

No.102_戸籍の照会

についての帳票レイアウト

②：変更 「お問い合わせ先」について、担当者の項目に名前だけではなく職名も必要ではないか。 要確認 ◯ 変更なし 共有
職名を印字する仕様が一般的とはいえないため、標準仕様書としては定義していません。

ただし、当該項目は固定文言の箇所になるかと思いますので、地方団体ごとに職名を入れた形式を取っていただくことは問題ありません。
是 対応内容で可 問題なし 特になし

異論ございませ

ん。
修正なし

職名を印字する仕様が一般的とはいえないた

め、標準仕様書としては定義していません。

ただし、当該項目は固定文言の箇所になるかと

思いますので、地方団体ごとに職名を入れた形

式を取っていただくことは問題ありません。

141 7 その他
2-5業務フロー

収納管理

2-5業務フロー　収納管

理

7.1証明　証明書発行

④：表現の見直し ①：新規意見
フローの交付方法として「手交」のみ記載

あり

2-1業務フロー個人住民税9.1交付　証明発行や9.2交付　証明発行（当日発行）や、2-3業務フロー固定資産税

11.1証明書発行では「申請（手渡し/郵送）」に対して「交付（手渡し/郵送）」、2-2業務フロー法人住民税5.1証

明書発行では「申請（手渡し/郵送）」に対して「交付（郵送）」で手渡しなし、逆に2-5業務フロー収納管理7.1証

明　証明書発行では「申請」に対して「手交」のみで郵送交付なし、とバラバラです。納税証明について郵送請求受付や

郵送交付を行わない理由がわかりません。

収納管理の機能要件6.2.5では、軽自動車税継続検査用納税証明書は口座振替済通知にあわせ、又はMPN納付

者に対して、申請がなくても市町村から一括又は個別送付をする運用と考えられますが、業務フローがそれに対応してい

ません。

優先度2 収納 要検討 共有 収納管理側とも検討いたします。 是
検討を希望しま

す
問題なし

当市では、車検

用納税証明書

は郵送での交付

も想定していま

す。

異論ございませ

ん。
修正なし

収納管理側とも検討いたします。

→市町村のサービスを拘束するものではないた

め、一般的に行われているケースとして現状の

記載のままとします。

連番 優先度
資料名

（選択肢から選択）

項番/

章番号
項目名

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）
該当箇所 ご意見

業務内

連番

分類用フラグ
帳票レイアウ

ト関連意見

（該当○）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案） WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針


